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佐倉都市計画下水道の変更（佐倉市決定） 

 

 

都市計画佐倉市第１号公共下水道「２．排水区域」を次のように変更する。 

 

 

２．排水区域 

「排水区域は総括図表示のとおり」 

（備考）面積 汚水 約 2,756ha 

       雨水 約 2,585ha 

 

 

理 由 

今回の変更は、既整備区域の追加および、令和６年度に変更された「佐倉市印旛沼流域関

連公共下水道全体計画（以下、佐倉市全体計画）」との整合を図り、都市計画区域を変更す

るものです。 

佐倉市では、都市計画運用指針（国土交通省）策定以降、市街化調整区域においても佐倉

都市計画下水道の区域を決定しております。このことから、市街化調整区域のうち区域外流

入等により整備済となっている箇所について、佐倉都市計画下水道の区域として追加する

ものです。 

 また、整備見込みのない既事業計画区域については、令和６年度佐倉市全体計画の見直し

において全体計画区域外とされたことから、既都市計画決定区域から削除するものです。 

志津１号幹線（汚水）の延長については、令和６年度に見直した佐倉市全体計画の延長を

反映するものです。 

 

 



都市計画の案の理由書 
 
佐倉市の公共下水道は、印旛沼の水質汚濁の防止と市民生活の環境改善を図るため、昭和

４６年度に計画決定を行い事業に着手し、市街化区域の住居系を中心に整備を進めてきま

した。また、平成４年度からは、市街化調整区域の整備にも着手しております。 

現在、市の最上位計画である「第５次佐倉市総合計画 中期基本計画」において、経営と

施設の健全性・持続性の確保と雨水排水施設の適正な管理による浸水被害の軽減を掲げ、持

続可能な下水道事業の構築と施設整備に努めております。 

汚水処理については、「全県域汚水適正処理構想見直し市町村作業マニュアル（千葉県）」

に基づき、経済性を含む総合的な比較を行い、集合処理・個別処理の区域を見直し「佐倉市

汚水適正処理構想（以下、佐倉市処理構想）」を策定しました。 

令和６年度には、「佐倉市印旛沼流域関連公共下水道全体計画（以下、佐倉市全体計画）」

の見直しを行い、佐倉市処理構想を反映させ全体計画区域を大幅に縮小しております。 

今回の変更では、以下のとおり既整備区域の追加および、佐倉市全体計画との整合を図り、

都市計画区域を変更するものです。 

佐倉市では、都市計画運用指針（国土交通省）策定以降、市街化調整区域においても佐倉

都市計画下水道の区域を決定しております。このことから、市街化調整区域のうち区域外流

入等により整備済となっている箇所について、佐倉都市計画下水道の区域として追加する

ものです。 

 また、整備見込みのない既事業計画区域については、令和６年度佐倉市全体計画の見直し

において全体計画区域外とされたことから、既都市計画決定区域から削除するものです。 

志津１号幹線（汚水）の延長については、令和６年度に見直した佐倉市全体計画の延長を

反映するものです。 

 


